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1.デ フレ脱却口日本経済再生

日本経済は、低い経済成長と長引くデフレによる停滞の 20年 を経験してきた。安倍内閣

では、長引くデフレからの早期脱却と日本経済の再生のため、「避 ょ金融政策」、「機動的

な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」を「三本の矢」として、新たな経済政策(「アベ

ノミクス」)に一体的に取り組んできた。現在、経済の好循環が動き始め、日本経済は長期停

滞やデフレで失われた自信をようやく取り戻しつつある。

この経済の好循環の動きを更に進め、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとし

成長への期待を根付かせていくために、需要の安定的な拡大に取り組む。同時に、需給ギ

ャップが縮小してきた今こそ、新たなチャレンジの好機であり、絶え間なくイノベーションが

起こり、次々に高付加価値の財コサービスを生み出し、成長する経済を目指す。

(アベノミクスの成果と今後の方針)

日本銀行は「量的・質的金融緩和」
1を

推進し、政府は 10兆円規模の経済対憲を着実に実

施するとともに、民間投資を喚起することを狙いとする「日本再興戦略」
3を

策定し、「産業競

争力の強化に関する実行計画」
4等

により、具体化を図つてきた。さらに、昨年 10月に8%ヘ

の消費税率引上げを判断する際には、景気の下振れリスクヘの対応等のため、1兆円規模

の税制措置と5兆円規模の新たな経済対策などを内容とする「経済政策パッケージ」
5を

策定

した。これを受けたり刊朧 現のための経済対策」
6を

具体化する平成 25年 度補正予算と、

平成26年度当初予算において実施率目樗を設定し、早期執行に取り組んでいる。我が国経

済は、こうした三本の矢の効果もあって、実質GDPは 6四半期連続のプラス成長となつた。

この間、企業の業況判断は中小企業を含め幅広く改善し、設備投資も増加が続いている。

地域別にみても、全ての地域で景況が大幅に改善している。雇用情勢は新規求人倍率が約

7年ぶりに 1.6倍台に達し、失業率は3%台 半ばに低下するなど着実に改善してきている
7.

このように日本経済は力強さを取り戻しつつある。物価動向も、もはやデフレ状況ではなく、

デフレ月鸞Ⅲこ向けて着実に前進している。

経済の好循環実現に向けて、拡大した企業収益を賃金上昇につなげ、個人消費を拡大さ

せることで更なる企業収益の拡大に結び付けることが重要である。昨年の「経済の好循環

1曜葬勺導争嚇 n」の導入について(平成25隼 月4日、日ラ村髯∋
2「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(判或25年1月 11日閣議決む
3「日本甲審興場調劉∈円成25今6月 14日鷲群訪せD
l「産業競争力の強fbこ関する実イ覇十画」(平成26年1月24日間議況む
5「消費税率及Uサしい肖責税率の引上げとそれにイギ放‖芯について」(平成25年 10月1日間萬郷0
。「好循環実勢のための経済対策」(平成25年 12月5日陽菖おむ
7螢

剖髪言陛帯数の伸U濤亀低下しているc
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1.経済再生と財政健全化の両立に向けた基本的考え方

経済再生な<して財政健全化lJましヽ また、財政健全化なくして経済再生はない。こ

のため、経済再生と財政健全化の好循環構築が不可欠である。財政健全化については、

歳出・歳入両面の最大限の努力により、現下の著しく悪化した幽 犬況が経済再生の進

展を損なうことがないようにするとともに、高齢化に伴って裁量的経費が相対的に縮減

していく中で、より効果的に成長・発展に資する歳出となるよう重点化・効率化を図る。

歳入面でも、成長志向型の税体系を目指していくという観点から取り組んでいく。

少子高齢化の急速な自■ 団塊の世代の更なる調 ヒ 家計貯蓄率の低下や経常収支

黒字の縮小が想定される申で、持続可能な財政と社会保障の構築は必要不可欠である。

経済再生、財政健全化と持続可能な社会保障の同時達成を目指していく。

(当面の財政健全化目標に向けて)

上記の考え方の下t国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2015年度までに2010

年度に比べ赤字の対GDP比 を半減、2020年度までに黒割 Lそ の後の債務残高対GD

P比の安定的な引下げを目指す。

「中期財政計画」にのっとった歳出の徹底した重点化白効率化等の収支改善努力を継続

し、まずは2015年度目標の着実な達成を目指す。

2020年度の基礎的財政収支の黒字化77に向けては、2015年度予算編成等を踏まえ、具

体的な道筋を早期に明らかにできるよう検討を進める。経済再生の進展を確かなものと

しつつ、収支改善が可能なときにはできる限りの改善を図る。

また、人口高齢化等を背景として増大する社会保障については、中期的に受益と負担

の均衡を目指しながら、持続可能な制度の確立に向けて着実に取組を進める。社会保障

以外の支出については一層の重点化 ・効率化を進め、できる限りI隋Jする。

経済財政諮問会議においては、半年毎に、経済財政の動向の点検を行いながら、財政

健全化の進捗状況を確認する。
こうした財政健全化lこ向けた取組を通じて、国債に対する信認を確保し、長期金利が

急上昇するリスクに対応するとともに、家計や企業の財政に対する不安を払拭し、個人

消費や民間投資の拡大を促していく。

,7本
年1月に公表さ力Ъた内閣府の「中長期の経済財政に関する鵡 」では、良好な経済環境の下でも、2020年度に文撻DP比

1.996程度(119兆円棚 の赤字が見△まれている。2020年度に向けて11.9兆円程度の赤字をm肖するためには、6年間の単

純平均で毎年2兆円程度の追加的喉収支け 必要とされる試算結果となっているこ



(法人税改革)

日本の立地競争力を強化するとともに、我が国企業の競争力を高めることとし、その一環
として、法人実効顧障を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点
を置いた法人税改革に着手する。

そのため、数年で法人実効税率を 20%台まで引き下げることを目指す。この引下げは、
来年度から開始する。

財源については、アベノミクスの効果により日本経済がデフレを脱却し構造的に改善しつ
つあることを含めて、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するよう、
課税ベースの拡大等による恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を進め、具
様 を得る。
実施に当たっては、2020年度の国口地方を通じた基礎的財政収支の黒字化目標達成の必

要性に鑑み、目標達成に向けた進捗状況を確認しつつィ"。 (再掲)

2.主な歳出分野における重点化・効率化の考え方

歳出の重点化口効率化lこ当たつては、裁量的経費、義務的経費を通じて聖りなき見直しを
行つていく必要がある。ここでは、個別の歳出分野として国の一般会計歳出に占める割合
が高い社会保障、社会資本整備、地方財政を中心に、個別に基本的な考え方を示すが、他
の分野においても、経済社会の構造変化に対応しつつ、歳出の重点化口効率化を進めてい
く 。

(1)社会保障改革

(基本的な考え方)

我が国の社会保障給付は、少子高齢化の更なる進行の中で、継続的に経済成長を上回
るペースで増大しており、国民の負担の増大を抑制していくことが重要である。このた
め、国民のニーズに対応するための社会保障の機能強化を図りつつ、自助 ・自立のため
の環境整備を進める。国、地方公共団体、保険者等がそれぞれの役割を的確に果たすこ
と等により、医療・介護を中心に社会保障給付について、いわゆる 「自然増」も含め聖
域なく見直し、徹底的に効率化・適正化していく必要がある。その際、「自然増」につ
いて、高齢化による増加とそれ以外の要因による増加などその内容を厳しく精査してい
く。

その際、先進的に取り組んでいる地域の事例の横展開や各制度の横断的見直しの視点
が重要である。特に、地域横断的な医療介護帥 icT化 により「見えるイロを進め、
各地域の状況を比較した結果を踏まえて医療介護支出の効率化 ・適正化を図る。
世代間・世代内での負担の公平を図るため、負担能力に応じた負担を重視する制度ヘ

の転換を進める。

(医療口介護提供体制の適正化)
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医療提供体制については、関係者間での協議及び都道府県による実効性のある行政上

の措置等を通じて、病床の再編等を含め、早急な適正化を推進する。その際、地域の医

療需要の将来推計等の情報を基に各医療機能や在宅医療の必要量を含めた地域医療構

想を策定し、病床数等の日標設定と政策効果の検証を行うとともに、中長期的な視野に

立った工程管理を(予う観点からPDCAマ ネジメントの実施を進める。こうした医療提

供体制の再編と併せて在宅医療 ・介護を進める地域包括ケアの推進を図ることにより、

患者がその状態に応じたふさわしい医療等を受けることができるようにするなど入院

の適正化を図る。

また、平成 27年の医療保険制度改正に向け、者『道府県による地域医療構想と整合的

な医療費の水準や医療の提供に関する目標が設定され、その実現のための取組が加速さ

れるよう、医療費摘T化 計画の見直しを検討する。国において、者『道府県が目標設定す

るための標準的な算定式を示す。

介護については、第6期以降の介護保険事業計画の策定等に当たり、上記の医療にお

ける取組と歩調を合わせつつ、市町村及び都道府県において 2025年までのサービス見

込量、給付費、保険料を推計し、中長期的な視野に立った工程管理ができるよう、PD

CAマ ネジメントを行う。

地域医療構想や医療費適正化計画の策定等に当たっては、国は、都道府県・市町村に

おいて必要となる人材の養成、研修等の体制整備の支援を行う。

(保険者機能の強化と予防・健康管理の取組)

サービス提供の効率化や質の向上を図るためには、保険者機能の強化が欠かせない。

国民健康保険については、市町村との適切な役割分担を行いつつ財政運営などを都道

府県が担うこととしていく中で、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の

住民負担の在り方を総合的に判断することができる体制や、市町村の保健事業等に対す

る意欲を損なうことのない分権的な仕組みの構築について、平成 27年通常国会への法

案提出に向けて検討を進める。国保の医療費適正化への取組を支援する観点から、特別

調整交付金を引き続き活用すると同時に、医療費摘T化 へのインセンティブを]剣ヒする

観点から、後期高齢者支援金の加算・減算の仕組みの活用を検討する。

保険料負担については、世代間。世代内での公平を図る必要がある。後期高齢者医療

の支援金について、被用者保険者FF5で負担能力に応じた負担とすることを検討する。加

えて、後期高齢者医療の保険料軽減特例1昔量について段階的に見直しを進めることや、

医療保険制度の持続可育旨性を中長期的に高めるとともに現役世代との均衡を図る観点

から、高齢者の患者負担についてさらに負担能力に応じた負担とすることについて検討

する。

また、 lCTの 活用を更に進める観点から、各保険者が自らの被保険者に対して、レ

セプト・個診等のデータを琴1活用した後発医薬品の使用促進、かかりつけ医の協力を得

て患者に対する意識改革を進めることによる頻国受診の抑制

ム
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等による重症化予防、公的保険外サービスの活用を含む予防・健康管理の取組 (データ
ヘルス)を進める中で、医療費の効率化の効果等を指標とした評価を含めたPDCAサ

イクルの取組を促す。データヘルスの推進に当たっては、事業者の取組と連携すること
等によリインセンティブを強めるなど、各保険者が主体的に保険者機能を]剣ヒし、効率
化を図つていく仕組みとしてい<。また、保険者が被保険者に対して、本人の予防・健
康管理への取組に応じてインセンティブを付与する取組を推進する。地域保健・職域保
健の連携を推進する。                          .

また、離職 ・転職や結婚等によって国民 (被保険者)が 保険者の間を移動しても、保
険者が当該被保険者の医療情報や健診情報を継続的に知ることができるよう、レセプト
データ等への社会保障 ・税番号等の番号の導入について検討を早急に進める。

(介護報酬・診療報酬等)

平成 27年 度悟 風酬1改定においては、社会福祉法人の内音『留保の状況を踏まえた適
正化を行いつつ、介護保険サービス事業者の経営状況等を勘案して見直すとともに、安
定財源を確保しつつ、介護職員の処遇改善、地域包括ケアシステムの構築の推進等に取
り組む。障害福祉サービス等報酬政定についても同様に取り組む。
また、今後の診療報酬改定に向けて、医薬品や医療機器等の保険適用の調面に際して

費用対効果の観点を導入することや、医療提供者に対して良質かつ効率的な事業運営を
促す報酬の在り方について検討する。

(薬価・医薬品に係る的

医薬分業の下での調剤技術料 ・薬学管理料の妥当性 ・適配性について検証するととも
に、診療報酬上の評価において、調剤重視から服薬管理。ま壽 重視への転換を検討する。
その際、薬剤師が処方変更の必要がないかを直接確認した上で一定期間内の処方箋を繰
返し利用する制度 (リフィノ琳J度)な どについて医師法との関係に留意しつつ、検討す
る。

薬価については、平成 26-敗 定において導入された、一定期間を経ても
後発医薬品への適切な置き換えが図られていない長期収載品の薬価を見直す仕組みの
効果や、後発医薬品の価格体系の変更による上市状況の変化などを検証しながら、薬価
の摘T化 を図る。加えて、薬価計算の基礎となる市場実勢価格の早期形成を促し、その
状況を的確に把握する。

薬価調査、更には薬価改定が2年 に1度 となっている現状の下では、医薬品の取弓‖面
格が下落しているにもかかわらず、保険からの償還価格が一定期間据え置かれているた
め、患者負担、保険料負担、公責負担に影響を与えている。

このような現状を踏まえ、調査・改定に係るコストにも適切に配慮しつつ、他の統計に
与えている影響や市場面格形成の状況を勘案して、市場実勢価格を適正に反映できるよ
う、薬価調査 ・薬価改定の在り方について、診療報酬本体への影響にも留意しつつ、そ
の頻度を含めて検討する。
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薬価の見直しにあたっては、創薬インセンティブを損なわないよう、薬剤給付費の適

正化と先進的な創薬力の維持強化のバランスを踏まえた対応を行う。

また、セルフメディケーションが進むよう、医薬品の医療用から一般用への転用 (ス

イッチ0丁 C)を 加速するための取組を具体的な目標を設定して推進する。後発医薬品

については、諸外国並みの後発医薬品普及率を目指す。そのためにも、医師等への後発

医薬品の品質等の情報提{       め の施策を推進する。

(年金)

年金については、マクロ経済スライ彪 着実に実施するとともに、財政検証の結果を踏ま

え、マクロ経済スライドの在り方、短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の拡大、

高齢期における職業生活の多様性に応じ一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方、

高所得者の年金給付の在り方や企業年金の活用促進などについて検討する。国民年金保

険料の納付率向上や厚生年金保険の適用促進に向けて、取組を推進する。

(生活保護口生活困窮者対策)

生活困窮者に対しては、生活困窮者自立支援プ
8に

基づく生活保護に至る前の段階の

自立支援策の強化に取り組む。生活保護を受給する高齢者世帯が増加しているため、高

齢者に至る前の相歳代・50歳代の被保護者等の就労へのインセンティブを強化するととも

に、被保護者等を取り巻く社会環暖を整える。

生活保護の扶助費の約5害1を占める医療扶助の適正化のため、被保護者に対する後発

医薬品の使用促進に努めるとともに、自治体が保健指導を実施すること等により、被保護

者の健康管理を支援し、医療機関受診の適正化を図る。

また、住宅扶助や冬季加算等の各種扶助・加算措置の水準が当該地域の類似一般世帯

との間で平衡を保つため、経済実勢を踏まえてきめ細かく検証し、その結果に基づき必要

な適正化措種を平成27年度に請じる。

(2)社会資本整備          ′

(基本的な考え方)

社会資本整備については、厳しい財政状況の下、国民生活の将来を見据えてヽ既設施

設の機能が効果的に発揮されるよう計画的な整備を推進する必要がある。

また、国際競争力の強イL地 域の活性イL国 土強靱化 (ナショナルしレジリエンス)、

防災 ・減災対策、老朽化対策等の諸課題に対して,層 の重点化を図りつつ、人口減少 ・

謝 ヒ 財政制約の下、民間活力の最大限の発揮等による効率化を図りながら、会的費

本のマネジメント                    を 重視した社会資本

整備を計画的に推進すること力                  求 められる。

｀ 「生活困窮者自立技寡淮」(平成25年法律第105号)



このため、集約 ・活性イL都 市 ・地域再生等の観点からの社会資本の整備目標につい
ての重点化・侵矧雌 付け、インフラの利用の在り方、効果的・効率的な政策手段の在
り方等について見直しを行い、以下の取組を推進する。

(民間能力の活用等)            ・

民間の資金・ノウハウを活用し、できるだけ税財源によらずに効果的自効率的なイン
フラ整備・運営を可能とするため、集中強化期間や数値目標を設定し(コンセッション
方式について今後3年間で2～ 3兆円)、その実現に向けて国。地方が連携して取り組
むことで、「P P P79/P F 180の抜本改革に向けたアクションプラン」Ыの実行を加速す
る。

コンセッション方式を空港、上下水道、道路等べ積極的に導入するとともに、道路上
部空間の利用等により、都市再生と一体的な高速道路の大規模改修を可能とする法律の
改正を踏まえ、PPPを 活用した具体的な事業実施に向け、民間投資を喚起する観点か
らの容積率の緩和等を含め、た検討を加速する。地方公共団体ヘインセンティブとなる
よう官民連携効果の高い投資へ重点化する。

収益施設等を活用したPPP/PFl事 業による維持管理・更新を推進するとともに、
公営住宅分野において事業に先立ってPPP/PFIの 導入を検討する地方公共団体
の取組を推進する。

地方公共団体の取組を支援するため、国の体制を強化するとともに、国と地方公共団
体が連携しつつ、地方公共団体におけるPPP/PFI事 業の瓢期防婦鮪ヒの強化・充
実を図る32.

また、地域金融機関における取組]剣L上 場インフラファンド等の市場倉J設・整備等
を通じてPPP/PFI市 場への民間資金の流入を促進する。
地方公共団体におけるPPP/PFIの 推進を支援するため、固定資産台帳を含む地

方公会計や公営企業会計の整備推進等を通じ、地域企業を含めた民間事業者によるPP
P/PFI事 業への参入を促進する。また、地方公共団体が行う公共施設等運営権方式
の準備事業等に関する負担について、支援の在り方を検討する。
社会資本整備等を支える技術者、技能労働者等が不足することなく、中長期的な担い

手として役割を果たせるよう、建設産業の海外展開の支援も図りつつ、技術者、技能労
働者等の処遇の改善、教育訓練の充実]劃ヒ建設生産システムの省力化・効率化等を推

71 PLlbL｀まe PttnO、hゎ行政と民間が,難 して、それぞれお熱 のヽ強み智罰 すヽことによつて、最i直な公共サービスの提供を
実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。

SO nilate F■lance l■th縫 「月間資金等の,剖明による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号うに基
づき、公共¨ 建設、維持管理、運営争 民間の資金、経齢 助 及び技師 悌助 猟 黒して旬 毛色割「PPP/PFIの 抜本改判こ向けたアクションプラン」(判支251玲月6日民間― 事業推進会議夫むS2官民連携体制の確立、民間― 事業推進機構の活用による案嚇 強力な櫛菫、民間提案等の(3宣に資する関連情
報の提供に向けた環境∃宿、地域プラットフォームの形成局菫、地方公共団体間のネットワークづくりやノウハウの共有など広域
白捻 1調 亀
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